
＜県「金融円滑化特別資金」借換の際の利子補給イメージ③＞
【再度の借換（金融円滑化特別資金→金融円滑化特別資金）】

※借換にかかる証明書等の提出により利子補給対象となる計算は、再度の借換のみ可能であり、再再度以降の借換には適用できません。

＜県「金融円滑化特別資金」借入れの際の利子補給イメージ④＞
【再度の借換（金融円滑化特別資金→金融円滑化特別資金）】

※借換にかかる証明書等の提出により利子補給対象となる計算は、再度の借換のみ可能であり、再再度以降の借換には適用できません。
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給

の

対

象

①

借入金額 10,000千円①

・金利 2.0%

・期間 10年

借換金額 20,000千円

・金利 2.0%

・期間 10年

〈借換額の内訳〉

・新たな資金の借入 10,150千円②

（ニューマネー分）

・金融円滑化特別資金の借換 9,850千円

合 計 20,000千円

補

給

の

対

象

②

利子補給の対象外

〈借換額の内訳〉

・新たな資金の借入 5,000千円①

（ニューマネー分）

・熊本地震分の借換 5,000千円

合 計 10,000千円

補

給

の

対

象

①

借換金額 10,000千円

・金利 2.0%

・期間 10年

借換金額 20,000千円

・金利 2.0%

・期間 10年

〈借換額の内訳〉

・新たな資金の借入 10,150千円②

（ニューマネー分）

・金融円滑化特別資金の借換 9,850千円

合 計 10,000千円
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の

対

象

②

3年間

3年間

3年間

3年間

利子補給の対象外

※金融円滑化特別資金から金融円滑化

特別資金への借換にかかる証明書等の

提出があれば利子補給対象となる部分③

利子補給の対象外

※金融円滑化特別資金から金融円滑化

特別資金への借換にかかる証明書等の

提出があれば利子補給対象となる部分③

利子補給の対象外

③

③
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